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事 務 連 絡 

2021 年 10 月 6 日 

所属長 各位 

全社統合情報システム施設管理担当者 

第一医事課情報係(CPU室) 

 

全社統合情報システムに接続する外付けデバイスについて(調査) 

 

全社統合情報システムについては、全支部・施設が本社より参加を必須とされており、当院においては 2021 年 11

月 22日(月)より運用開始を予定しています。 

 

全社統合情報システム参加後は、専用端末については本社に許可された外付けデバイスしか接続ができなくなります。

つきましては、業務で使用する外付けデバイスについて事前に本社へ申請(※1)する必要がございますので、必要な利用

者におかれましては下記をご記入のうえ CPU室までご提出ください。 

 

なお、誠に勝手ながら 2021年 10月 20日（水）を提出期日とさせていただき、期日内にご提出いただけないもの

は外付けデバイスの利用ができないものとご理解いただきたくお願いします。 

 

部署名：                    

外付けデバイス名(※2) 利用の有無（有の場合◯ ） 

・ BD、DVD、CD ドライブ  

・ カードリーダー（SD カード等の読み取りで使用するもの）  

・ デジタルカメラ  

・ 外付けハードディスク(※3)  

・ その他（デバイス名：                   ）  

・ その他（デバイス名：                   ）  

※１：可能な限りデータでのご提出をお願いします（データ提出先：cpuroom@nagaoka.jrc.or.jp）。 

※２：提出期日以降 CPU室職員が訪問して必要な情報収集をします。デバイスがわかるようにしておいてください。 

※３：全社統合情報システム参加後に外付けデバイスの利用が必要となった場合は、第一医事課情報係(CPU 室)

より本社に申請後利用可能となります。 

※４：USB接続プリンタ及びスキャナは本調査に含まれません。 

※５：外付けハードディスクはデータ移行期間のみ使用可能です。移行期間終了後は、指定の USB メモリのみ使用

可能となります。指定の USB メモリは別途各課へ配布予定です。 

以上 

【問合せ先】 

第一医事課情報係(CPU室) 

内線：2230 2231 
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